
 

EMINELプラン契約約款 2024年 6月 1日実施 新旧対照表 

旧 備 考 新 

 

（省 略） 

 

 

付則 

 

本約款の実施期日 

 

 本約款は、２０２３年９月１日より実施します。ただし、本約款に基づく料金算定の方法は、２０２３

年９月分の料金から適用するものとします。 

 

 

別表 

 

別表１ EMINELプラン料金表 

EMINELプランに適用される料金表は次のとおりとします。お客さまには EMINELプランの申し込み

時に適用する契約種別を選択していただきます。 

 

１．EMINELプラン＋ecoジョーズ 

  （１）料金表（消費税等相当額を含みます。） 

  ① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。 

契約電流２０アンペア以下 ６，２９５．００円 

契約電流３０アンペア ６，７６８．００円 

契約電流４０アンペア ７，２４１．００円 

契約電流５０アンペア ７，７１４．００円 

契約電流６０アンペア ８，１８７．００円 

 

② 従量料金（基準単位料金） 

従量料金は、ガス、電力それぞれの使用量によって算定します。 

ガス（１立方メートルにつき） ９３．９０円 

電力（１キロワット時につき） ３９．７２円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

 

 

付則 

 

本約款の実施期日 

 

 本約款は、２０２４年６月１日より実施します。ただし、本約款に基づく料金算定の方法は、２０２４

年６月分の料金から適用するものとします。 

 

 

別表 

 

別表１ EMINELプラン料金表 

EMINELプランに適用される料金表は次のとおりとします。お客さまには EMINELプランの申し込み

時に適用する契約種別を選択していただきます。 

 

１．EMINELプラン＋ecoジョーズ 

  （１）料金表（消費税等相当額を含みます。） 

  ① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。 

契約電流２０アンペア以下 ６，３５３．００円 

契約電流３０アンペア ６，８５４．００円 

契約電流４０アンペア ７，３５５．００円 

契約電流５０アンペア ７，８５６．００円 

契約電流６０アンペア ８，３５７．００円 

 

② 従量料金（基準単位料金） 

従量料金は、ガス、電力それぞれの使用量によって算定します。 

ガス（１立方メートルにつき） ９３．９０円 

電力（１キロワット時につき） ３９．６３円 

 

 

 

 



 

 

２．EMINELプラン＋ガスマイホーム発電 

（１）適用範囲 

    お客さまが EMINEL プランの需要場所において、ガスマイホーム発電を使用している場合に適

用することができます。 

（２）料金表（消費税等相当額を含みます。） 

  ① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。 

契約電流２０アンペア以下 ６，８２４．００円 

契約電流３０アンペア ７，２９７．００円 

契約電流４０アンペア ７，７７０．００円 

契約電流５０アンペア ８，２４３．００円 

契約電流６０アンペア ８，７１６．００円 

 

② 従量料金（基準単位料金） 

従量料金は、ガス、電力それぞれの使用量によって算定します。 

ガス（１立方メートルにつき） ８２．３５円 

電力（１キロワット時につき） ３５．６１円 

 

（３）当社は、（１）の適用範囲に該当するかどうか確認させていただく場合があります。この場合に

は、正当な事由がない限り、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。 

（４）お客さまが適用範囲に該当せずに本契約種別を適用していた場合、その期間の料金を適正な契

約種別に基づいて算定しなおし、その差額を申し受けます。 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．EMINELプラン＋ガスマイホーム発電 

（１）適用範囲 

    お客さまが EMINEL プランの需要場所において、ガスマイホーム発電を使用している場合に適

用することができます。 

（２）料金表（消費税等相当額を含みます。） 

  ① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。 

契約電流２０アンペア以下 ６，８８２．００円 

契約電流３０アンペア ７，３８３．００円 

契約電流４０アンペア ７，８８４．００円 

契約電流５０アンペア ８，３８５．００円 

契約電流６０アンペア ８，８８６．００円 

 

② 従量料金（基準単位料金） 

従量料金は、ガス、電力それぞれの使用量によって算定します。 

ガス（１立方メートルにつき） ８２．３５円 

電力（１キロワット時につき） ３５．５２円 

 

（３）当社は、（１）の適用範囲に該当するかどうか確認させていただく場合があります。この場合に

は、正当な事由がない限り、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。 

（４）お客さまが適用範囲に該当せずに本契約種別を適用していた場合、その期間の料金を適正な契

約種別に基づいて算定しなおし、その差額を申し受けます。 

 

（省 略） 

 

 


